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はじめに 

自治体運営に大きな影響を与える国の経済状況については、景気は緩やかに回復しており、
米国の関税措置や当面の物価高への対応をはじめ、賃上げ支援の施策を総動員し、日本経済
の成⻑⼒を強化することによって、成⻑型経済への移⾏を確実にすることを目指すとしてい
ます。 
 

本町においては、令和 4 年度決算額における町税が 40 億円を超え回復傾向が見られますが、
今後どのように町税が推移していくか現時点では確実な見通しが厳しい状況です。また、依
存財源の主なものである地方交付税については、物価高騰の影響や政府が掲げる「地方創生
2.0」や「少子化対策及びこども・若者政策」などがどのように反映されるのか動向を注視し
ていく必要があります。 
 

本町は、平成 24 年 3 月に⻄原町まちづくり基本条例を制定し、「平和で⼈間性豊かなまち
づくり」「安全で環境にやさしいまちづくり」「健康と福祉のまちづくり」「豊かで活⼒のある
まちづくり」の基本方向を軸に、めまぐるしく変化する社会情勢に対応しながら様々な施策
を実⾏しました。また、扶助費をはじめとする近年の旺盛な財政需要に応えるべく、様々な
財源の確保に努めてきました。財政調整基金をはじめ、各目的基金を計画的に積み立てたこ
とで、各残高は回復基調となっていますが、まだまだ安定した状況ではなく、財政需要は想
定を超えるスピードで膨らみ続けています。 
 

このような厳しい財政状況の中でも、本町の最優先課題としてあげている国⺠健康保険特
別会計の累積赤字解消をはじめ、教育施設等の公共施設の老朽化への対応や⾏政デジタル化、
⻄原⻄地区⼟地区画整理事業、南部広域⾏政組合中間処理施設の新炉建設事業など、完了ま
でに多額の費用を要する事業に対応するため、財政調整基金をはじめとする各基金を着実に
積み立てる必要があります。そのため、将来にわたり持続可能な財政基盤を確立し、町財政
の安定性を確保することが急務となっています。 
 

この「⻄原町財政シミュレーションと対策」は、現時点の町事業計画の見込額及びその課
題を事前に把握し、早めに対応することで計画的な財政運営に資することを目的として策定
しています。本結果をうけ、事業計画を見直し、限られた財源の中でバランスのとれた財政
運営を⾏っていけるよう努めなければなりません。 

 
本町の財政状況については、今後も⻄原町まちづくり基本条例第 19 条第 2 項の規定に基づ

き、広報紙・町公式ホームページ等で積極的に公表し、町⺠の皆様と情報を共有しながら町
政参加へのきっかけづくりをしていきたいと考えております。 
 
（注）本計画は毎年見直しを⾏い、最新の状況を反映できるよう努めてまいりますが、今後
の自治体を取り巻く環境が変化し、状況が大きく変わることも予想されることから、後年度
の予算編成を拘束するものではありません。 
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 【本計画の位置づけ】                            
 
本計画は、「町事業計画ヒアリング後の見込額」（令和 7 年 7 月末現在）をもとに、収支の

見通しを作成したものとなっており、随時、計画の見直しや修正を⾏わなければ今後の財政
運営は立ち⾏かなくなるという警鐘も兼ねた留意資料となります。また、次年度以降におけ
る要望事業の実施に向け、歳入確保や歳出抑制の具体的対応については、不断の努⼒をもっ
てこれにあたらなければなりません。 

 
 【計画期間】                                

 
10 年先を見通した町事業計画のうち、より精度の高い令和 8 年度から令和 11 年度までの 4

年間をシミュレーションの対象としています。また、社会経済情勢の変化や国・県の制度改
正等の変化を迅速に反映させ、新たな財政需要等に適切に対応できるよう、毎年度ローリン
グ方式による見直しを⾏います。 
 
 【シミュレーションの対象範囲】                       

 
一般会計を対象としています。 

 
 【留意事項】                                
 
1 町事業計画ヒアリングについては、令和 7 年 7 月に実施したヒアリングにより修

正を⾏ったものを反映させています。 
 
2 シミュレーションは令和 7 年度当初予算をベースとして作成しています。 
 
3 令和 5 年 9 月に改定した「⻄原町国⺠健康保険特別会計の累積赤字解消計画（第

五次改定）」の内容を反映した計画額となっています。 
※当該計画は、累積赤字を令和 8 年度までに解消するとしています。 

 
4 沖縄振興特別推進交付金（一括交付金）については、令和 8 年度以降も継続され

るものとして歳入に計上しています。 
 
5 その他歳入・歳出における各項目の試算方法は、次のとおりです。 
 
  



3 

 【財政シミュレーションの試算方法】                     
 
■歳入 

科 目 試算方法 

町税 
税務課試算を基本にしています（個⼈町⺠税は、令和 7 年 6 月末調定額を基
に試算、法⼈町⺠税は、令和 7 年度調定見込額を試算し推移）。 

地方譲与税交
付金等 

令和 7 年度当初予算額同額としています。 

地方交付税 
（普通交付税）令和 7 年度当初予算額同額としています。 
（特別交付税）令和 7 年度当初予算額同額としています。 

分担金及び負
担金 

一時的なものを除き、原則令和 7 年度当初予算額同額としています。 

使用料及び手
数料 

一時的なものを除き、原則令和 7 年度当初予算額同額としています。 

国庫支出金 町事業計画ヒアリングの歳出と連動して推計しています。 

県支出金 
町事業計画ヒアリングの歳出と連動して推計しています。沖縄振興特別推進
交付金（一括交付金）についても、継続されるものとして計上しています。 

財産収入 原則令和 7 年度当初予算同額としています。町有地処分は想定していません。 

寄附金 
ふるさと納税については、返礼率・返礼品の見直し・拡充等や、制度の延⻑
が見込まれる企業版ふるさと納税の活用も想定し、増額見込みで推計してい
ます。 

繰入金 

財政調整基金については原則、財源調整のための取崩し（繰入）を⾏わない見
込みとしています。 
減債基金については、臨時財政対策債償還分のみ取崩すこととしています。 
その他特定目的基金については、町基金管理方針及び町事業計画ヒアリング
の歳出に併せて推計しています。 

繰越金 前年度繰越見込み額は歳入予算に計上していません。 

諸収入 一時的なものを除き、原則令和 7 年度当初予算同額としています。 

町債 
臨時財政対策債については、普通交付税と連動して推計しています。その他
の町債についても町事業計画ヒアリングの歳出と連動して推計しています。 
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■歳出 

科 目 試算方法 

⼈件費 
職員・特別職給与、手当等については、定期昇給、定数管理計画、退職手
当負担金見込み額等を考慮して推計しています。報酬、会計年度任用職員
については各事業の町事業計画ヒアリングに基づき推計しています。 

扶助費 
原則町事業計画ヒアリングに基づき推計しています。町事業計画ヒアリン
グについては過年度実績、伸び率、対象者⼈数の見込み等を考慮していま
す。 

公債費 
今後、実施が予定されている普通建設事業費等の町事業計画をもとに見込
み、発⾏済みの町債償還計画を加えています。一時借入金利子は令和 7 年
度当初予算同額で見込んでいます。 

普通建設事業費 原則町事業計画ヒアリングに基づき推計しています。 

物件費 
令和 7 年度当初予算同額を基準に、町事業計画ヒアリングにて把握可能な
変動を考慮して推計しています。 

維持補修費 
令和 7 年度当初予算同額を基準に、町事業計画ヒアリングにて把握可能な
変動を考慮して推計しています。 

補助費等 
原則町事業計画ヒアリングに基づき推計しています。各一部事務組合につ
いては把握可能な事業計画を反映させ推計しています。 

積立金 
国⺠健康保険特別会計累積赤字解消計画（第五次）及び町基金管理方針に
基づき推計しています。 

繰出金 

各特別会計への繰出金については、従来の繰出しルールに沿って各特別会
計の事業費見込み額によって推計させています。国⺠健康保険特別会計に
ついては累積赤字解消計画（第五次）に基づき、令和 8 年度まで法定外繰
出を実⾏するとしています。 

 



【町事業計画(令和7年7月集約分）シミュレーション結果】

■歳入 単位：千円
年 度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

自主財源 5,278,880 5,365,180 5,395,460 5,415,406
町税 4,469,678 4,630,311 4,660,591 4,680,537

繰入金 231,440 157,107 157,107 157,107
その他 577,762 577,762 577,762 577,762

依存財源 10,419,925 9,700,603 15,466,102 10,663,202
地方交付税 2,470,141 2,470,141 2,470,141 2,470,141
国庫支出金 3,459,602 3,329,508 7,621,009 3,703,923

県支出金 2,815,242 2,384,114 2,769,412 2,857,098
町債 458,700 300,600 1,389,300 415,800

その他 1,216,240 1,216,240 1,216,240 1,216,240
歳入合計（A） 15,698,805 15,065,783 20,861,562 16,078,608

■歳出
年 度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

義務的経費 8,666,288 8,816,339 9,016,834 9,215,429
人件費 2,618,977 2,647,939 2,682,320 2,723,494
扶助費 5,204,285 5,369,680 5,558,469 5,751,357
公債費 843,026 798,720 776,045 740,578

投資的経費 1,672,991 875,214 6,106,740 1,254,345
普通建設事業 1,672,986 875,209 6,106,735 1,254,340

災害復旧費 5 5 5 5
その他の経費 6,310,548 5,950,361 6,461,657 6,202,716

歳出合計（B） 16,649,827 15,641,914 21,585,231 16,672,490

歳入歳出差額(A-B)
※▲はマイナス

▲ 951,022 ▲ 576,131 ▲ 723,669 ▲ 593,882

町事業計画すべての事業を実施すると、毎年度、多額の収支不足が生じるため、予算ヒアリングで
精査し、選択と集中の視点で優先順位をつけて事業を実施します。
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 【改革の視点】                               
 
令和 7 年 7 月集約の町事業計画見込額は、扶助費の大幅な伸びや新規事業の増、自治体 DX

（トランスフォーメーション）の推進にかかる経費、教育環境の充実・整備にかかる経費な
どにより、多額の収支不足が見込まれる結果となりました。 

よって、この結果をもとに、現在及び後年度の財政課題を的確にとらえ、財政運営の安定
性を確保するための取組みを継続しなければなりません。 

財政の安定化を図ることはそれ自体が目的ではなく、町の永続的な発展に向けた改革であ
るため、財政健全化に向けた取組みにあたっては、次の視点を重視します。 
 
1 町の果たすべき役割の再検証 

少子高齢化、情報化などによる社会経済情勢の変化や権限移譲など、⾏財政環境の構造
的改革に対応していくため、国・県・⺠間の動向に注視しながら、町の果たすべき役割に
ついて再検証します。 

 
2 重要な政策課題への選択と集中 

政策課題への対応については、さらに高い次元で精査することが求められ、これまで以
上に選択と集中（あれかこれか）という視点で、緊急かつ効果の高いものを優先的に実施
します。また、これまで⾏っている PDCA サイクルといった事業点検も更に強化します。 

 
3 ⾏政サービスの量から質への転換 

自治体 DX の推進に併せて⾏政改革を進め、⾏財政運営のスリム化・効率化を徹底し、
限られた予算や⼈員を有効活用するため、事業の実績評価等を通じ、最小のコストで最大
の効果を発揮させる成果重視の取組みを積極的に推進します。 

 
4 町⺠との情報共有の推進 

町政に対する町⺠の信頼を高め、「町⺠本位」「地域主体」の観点から、協働のまちづく
りを進めるため、財政の現状と将来の展望について、積極的な情報提供に努め、町⺠との
情報共有のもとで財政健全化の取組みを推進します。 

 
 【具体的な取組み（対応策）】                        

 
財政の安定化に向けた改革を実現するための具体的な取組みは以下のとおりです。 
 

■歳入 
1 町税等の徴収率向上による増収 

課税客体の把握、滞納処分の実施により、高い徴収率を維持していますが、庁内での連
携体制を強化し、現年度分の徴収に⼒を入れます。 

また、納め忘れ防止につながる口座振替推進の取組みを強化し、町⺠の皆様の利便性向
上のためコンビニ納付やアプリ決済などの支払方法を充実させることで、さらなる徴収率
の向上を目指します。 

 
2 受益者負担の適正化 

分担金、負担金、使用料等は、住⺠負担の公平性確保や受益者負担の観点から、適正な
金額となるよう見直します。 
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3 自主財源のさらなる確保 

企業誘致や⻄原⻄地区⼟地区画整理事業の進捗、小那覇工業地域等の拡大を図ることな
どにより収入増につなげていきます。 

 
4 ふるさと納税の増収 

返礼品のラインナップ拡充や町の魅⼒の積極的な発信を⾏い、ふるさと納税の増収を目
指します。また、制度の延⻑が見込まれる企業版ふるさと納税のさらなる活用を図ります。 

 
5 町債の発⾏額の抑制 

町債は、世代間の負担の公平性や年度間の財政負担の平準化を図るためになくてはなら
ないものですが、発⾏額が過度なものとならないよう、対象事業費や事業計画の見直しを
⾏います。また、各年度において元金償還額以上の新規発⾏を⾏わないようにし、町債残
高の減少に努めます。 

 
6 独立採算の原則 

各特別会計においては独立採算による事業執⾏が原則となっているため、国⺠健康保険
特別会計における適正な税率改定や、⼟地区画整理事業特別会計における保留地処分、下
水道事業会計においては、⻄原町下水道事業経営戦略を実⾏し、下水道接続率向上等を推
進します。 

 
■歳出 
1 事業評価による事務事業の整理・合理化 

毎年⾏っている事務事業評価をさらに徹底して⾏います。また、予算編成方針との整合
性を図り、事業の縮減や延伸、休止、廃止などを検討し、緊急かつ効果的な事業を優先的
に⾏います。 

 
2 選択と集中 

⼟地利用の見直し、企業誘致や⻄原⻄地区⼟地区画整理事業等、将来の増収につながる
事業・施策については限られた財源の中でその優先順位を検討し、対応します。特に、普
通建設事業においては、事業計画期間内での事業完了を目指し、効率的な財政運営を推進
します。 

 
3 公共施設等の見直し 

公共施設等総合管理計画を活用し、老朽化や耐震性を考慮しながら⻑期的な視点で公共
施設等の更新・統廃合・⻑寿命化などの検討を計画的に⾏うことにより、財政負担の軽減・
平準化を目指します。また、公共施設の整備・管理については、施設ごとに官⺠連携や⺠
間手法の活用等を検討します。 

 
4 物件費の縮減 

施設整備のあり方や維持管理方法の見直しを⾏い、総体的な縮減を図ります。また、適
正な委託内容になっているか随時点検を⾏います。 

 
5 補助費等の見直し 

一部事務組合負担金については、本町の財政状況に応じた事業内容となるよう構成団体
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及び当該組合との事前協議を十分に⾏います。また、各種団体等への補助金については、
「⻄原町補助金に関するガイドライン」に基づき、真に必要な経費に補助金が充てられる
よう、十分に検証を⾏います。 

 
6 扶助費の適正化 

サービス内容が重複・過大となっていないか、必要最小限の対象者となっているか等の
見直しを図ります。また、町負担が過度になっているものについては、自己負担基準等の
見直しを検討します。 

今後、国・県の補助が終了予定の事業については、原則として同時に事業廃止とします。
また、補助金等を活用して新規事業を開始する場合は、町負担分が新たに生じることを
意識し、十分な検討・調整を⾏います。そのうえで実施の判断となった場合は、補
助金等の終了をもって事業終了とする旨を実施要綱に記載し、利用者への周知を十分に⾏
います。また、すでに補助金等を活用して事業を⾏っている場合でも、ニーズや効果が薄
れているものについては随時見直しを⾏います。 

特に、新規事業を開始する場合は、立案段階から一定の事業期間を設定し、その期間が
終了する際に、事業の効果などを検証したうえで継続するかどうかを判断することとしま
す。 

 
7 創意工夫のある事業執⾏ 

新たな事業執⾏や事務処理方法（自治体 DX の推進）についての情報を収集し、活用可
能な事業等がないか調査・検討を⾏い、実施します。 

 
8 特定目的基金の設置 

後年度の多額の財政負担に備えるため、事業実施の見込みが立った段階で基金の設置に
取り組みます。 
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 【参考資料】                                
表 1 計画に反映されている普通建設事業 

番号 継続・新規 事業名 計画期間 
1 継続 小波津川南線道路整備事業 〜R10 
2 継続 小波津川改修事業 〜R10 
3 継続 兼久・仲伊保線道路整備事業 〜R9 
4 継続 森川翁⻑線道路整備事業 〜R11 
5 継続 東崎兼久線街路整備事業 〜R8 
6 継続 兼久安室線街路整備事業 〜R10 
7 継続 呉屋安室線道路整備事業（シンボルロード） 〜R11 
8 新規 与那城小橋川線道路整備事業 R9〜 
9 新規 我謝海岸線街路整備事業 R9〜 

10 新規 ⻄原町無電柱化事業 R9(R7)〜 
11 継続 ⻄原町公園照明 LED 化事業 〜R8 
12 継続 ⼟地区画整理特別会計繰出事業（⻄地区⼟地区画整理事業） 期間中継続 
13 継続 下水道事業会計繰出事業（下水道整備事業） 期間中継続 
14 継続 内間御殿整備事業 期間中継続 
15 新規 南部広域⾏政組合ごみ処理施設整備負担金事業 R8〜 
16 新規 防災⾏政無線整備事業 R8 
17 継続 ⻄原町立小中学校消防用設備等整備事業 R8 
18 新規 町立小学校改修事業（⻄原東小学校改修） R10 
19 新規 ⻄原児童館改築事業 R11〜 

※継続・新規の別は令和 7 年度と比較したものとなります。 
※計画期間は令和 7 年 7 月時点のものとなっているため、今後変更となる場合もあります。 

図 1 歳出決算額及び性質別決算額の推移（過去 10 年間） 

・「歳出総額」：R2 年度以降は新型コロナウイルス感染症への対応等により 140 億円を超えている。 
・「扶助費」：毎年度 1 億円以上の増加で推移している。R5、6 年度は価格高騰対応重点支援給付金の影響により
増加している。10 年前と比較すると約 1.8 倍となっており、増加額は 24.9 億円である。 
・「普通建設事業費」：H27〜H28 年度は坂田小学校増改築事業、R2 年度は農水産物加工流通観光拠点施設建設事
業、R6 年度は公私連携幼保連携型認定こども園整備促進事業や⻄原町立小学校体育館⻑寿命化事業の影響である。 
・「補助費」：東部清掃施設組合への負担金増や介護広域連合へ加入したことに伴い H29 年度の増加が大きくなっ
ている。R2 年度は、特別定額給付金事業 35.4 億円より大きく増となっている。 
・「積立金」：R3 年度決算においては、財政調整基金積立金や減債基金積立金等の増額により増となっている。 
・「繰出金」：H27〜H28 年度は国保累積赤字補填のための法定外繰出による増となっている。 


